
令和 5年度会計監査報告

国東半島宇佐地域世界農業遺産推進協議会会則第 5条第 4項第 3号の規定に

基づき、令和 5年度の本協議会の会計を監査した結果、諸帳簿、関係証拠書類

等について、いずれも適正に処理及び保管されていることを確認したので報告

する。
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